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  本号の主なニュース 

１．第１３２回通商問題委員会の開催 

２．日本政策金融公庫が新型コロナウイルスに関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和  

３．新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入手続きの緩和等について 

４．今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受けている下請事業者との取引について、親事業者に要請 

 

 

◇  第１３２回通商問題委員会の開催 ◇ 

 

第１３２回通商問題委員会が２月７日（金）に開催され（１）日本の繊維貿易の現状（２）

各国とのＥＰＡ交渉状況等について説明があり意見交換が行われた。 

 

１.日本の繊維貿易の現況について 

（１）輸出入全般の動向 

①２０１９年１２月の現況 

円ベースでは、輸出は前年同月比９３．６％、輸入は９８.３％と単月で輸出は大

幅減、輸入は若干の減である。 

輸出（円ベース）は、２０１８年通期では前年同期比１０１.７％であったが、２

０１９年については１月は減少に転じたものの、２月以降は増が継続していた。しか

しながら５月以降、前年対比で減が継続しており、１月～１２月通期でも若干の減で

ある。 

また、輸入は２０１８年通期では前年同期比で１０６.０％と増加傾向であった。 

２０１９年も１月は増加傾向であったが、２月は一転減少に転じ、その後、増減を繰

り返しており、1月～１２月の通期では、前年同期比で若干の減となっている。 

 

 

 

 

http://www.kinujinsen.com/
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項目 

２０１９年１２月 ２０１９年１月～１２月 

金 額 前年同月比 金 額 前年同期比 

（百万円） （百万＄） 円ベース ＄ベース （百万円） （百万＄） 円ベース ＄ベース 

輸出 80,145 734 93.6% 96.4% 885,980 8,125 98.3% 99.6% 

輸入 326,144 2,988 98.3% 101.3% 4,222,620 38,772 97.0% 98.4% 

   

②繊維品別輸出入実績（２０１９年１月～１２月累計・前年同期比） 

輸出（円ベース） 輸入（円ベース） 

繊維原料 98.7% 繊維原料 91.7% 

糸類（紡績糸・合繊糸） 91.8% 糸類（紡績糸・合繊糸） 88.0% 

  綿糸 92.3%   綿糸 86.8% 

  毛糸 93.8%   毛糸  80.4% 

  合繊糸 90.4%   合繊糸 91.0% 

織物 99.6% 織物 97.7% 

 綿織物 93.9%  綿織物 88.6% 

 毛織物 92.7%  毛織物 101.3% 

 合繊織物 102.6%  合繊織物 102.4% 

二次製品 99.4% 二次製品 97.4% 

 

（２）各国・地域別輸出入の動向 

  ①輸出（２０１９年１月～１２月累計 前年同期比（円ベース）） 

東南アジア（中国含む）:９７.６％、米州:９７.０％、欧州:１０２.６％、中国:

９４.５％、シェアは２８.８％（前年比▲１.２ｐｔ）と１月～１２月累計で輸出額、

シェア共に減である。 

アセアン:９９.２％、シェアは２５.９％（前年比＋０.３ｐｔ）。輸出額・シェア

は微増である。 

２０１９年１月～１２月累計で、前年同期比増は、台湾１０７.８％、マレーシア

１０７.８％、ベトナムが１０３.３％、カンボジア１０６.７％、ミャンマー１２１.

１％、バングラデシュ１２４.７％、ドイツ１０８.６％、大洋州１０８.２％など。 

シェアが安定して伸長しているベトナムの構成比は１３.０％（前年同期比＋０.

６ｐｔ）。 

欧州ではドイツは前年同期対比で増が継続している。 

 

  ②輸入（２０１９年 1月～１２月累計 前年同期比（円ベース）） 

東南アジア（中国含む）:９６.６％、米州:１００.４％、欧州:１０１.７％、 

中国:９３.０％、シェアは５４.９％（前年比▲２.３ｐｔ）と減である。 
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アセアン:１０３.８％、シェアは２８.４％（前年同期比＋１.９ｐｔ）とこちらは増

が継続している。 

１月～１２月累計で前年同期比増はマレーシア１０３.１％、ベトナム１０６.

２％、カンボジア１０５.９％、ミャンマー１１１.９％、インド１０３.６％など

である。全般に一時期の勢いがやや低下している。 

ベトナムのシェアは１３.６％（前年同期比＋１.２ｐｔ）と堅調である。 

 

２.次回日程について 

第１３３回通商問題委員会は、４月８日（水）１４時～ 

 

 

◇  日本政策金融公庫が新型コロナウイルスに関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和  ◇ 

 

令和２年２月１４日 

経 済 産 業 省 

 

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業・小規模事業者の経

営に支障が生じる可能性を踏まえて、特別相談窓口を設置するよう日本政策金融公庫に対

して要請を行いました。 

日本政策金融公庫が新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口を開設し、セーフテ

ィネット貸付の要件を緩和し、支援対象を今後の影響が懸念される事業者にまで拡大しま

す。 

下記相談窓口一覧をご覧ください。 

・相談窓口一覧（PDF形式：157KB）  

 

お問い合わせ先 

中小企業庁金融課長 貴田 

担当者：海老原、内田、小澤、宮崎 

電話：０３－３５０１－１５１１（内線５２７１～５２７５） 

０３－３５０１－２８７６（直通） 

０３－３５０１－６８６１（FAX） 

 

 

 

 

 

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214012/20200214012-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214012/20200214012-1.pdf


 ４ 

◇ 新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入手続きの緩和等について ◇ 

 

令和２年２月１４日 

経 済 産 業 省 

 

経済産業省は、新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入の遅延等が見込まれることから、

新たな特例措置も含め、貿易管理上の注意事項を以下のとおりまとめました。詳細は、本

省貿易管理部、各経済産業局・通商事務所等までお問い合わせください。 

 

１．輸入関連 

（１）輸入承認証の有効期間が過ぎるおそれのある場合（外為法） 

新型コロナウイルスの流行に伴う輸入の遅延等により輸入承認証の有効期間が過ぎ

るおそれがある場合、同有効期間の延長を申請することが可能ですので、当該有効期

間が経過する前に申請をお願いします。 

※申請に際しては「延長を必要とすることを立証する書類」が必要となりますが、

当該書類の入手が困難な場合、令和２年３月３１日までの間注は、「延長が必要と

なった具体的な事情・経緯及び『延長を必要とすることを立証する書類』の入手

が困難であることの理由を輸入者自らが記載した理由書」を提出すれば、これに

替えることができることとします。 

※その他手続の詳細は、「輸入承認の有効期間及びその延長等の手続について（平

成１０年５月１５日付け輸入注意事項１０第４９号）」を参照ください。 

なお、有効期間が経過した輸入承認証は失効となり、再申請が必要となります

ので御注意ください。特に、外国政府により発行された条約等に基づく証明書等               

（ワシントン条約に基づき発行された輸出許可証等、ダイヤモンド原石の国際証  

明制度に基づき発行されたキンバリー・プロセス証明書等）の延長はできません

ので、御注意ください。 

（２）関税割当証明書（皮革・革靴）の有効期間が過ぎるおそれのある場合（関税暫定措置法等）  

新型コロナウイルスの流行に伴う輸入の遅延等により関税割当証明書の有効期間

が過ぎるおそれがある場合、同有効期間を期間満了日の翌日から３０日を超えない

範囲で延長することの申請が可能ですので、当該有効期間（２０２０年３月３１日

まで）が経過する前に申請をお願いします。 

※既に有効期間が経過したものは失効となり、延長ができなくなります。 

※申請に際しては「関税割当証明書の有効期間内に割当物品を輸入通関できなく

なったことを証明する書面（例：割当物品の船積み遅延を連絡する輸出者から

の通信文であって、日本到着予定日が明記されていること）」が必要となりま

すが、当該書面の入手が困難な場合、２０２０年３月３１日までの間は、「延
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長が必要となった具体的な事情・経緯及び『延長を必要とすることを立証する

書類』の入手が困難であることの理由を輸入者自らが記載した理由書」を提出

すれば、これに替えることができることとします。 

※具体的な延長手続については「２０１９年度の関税割当申請書及び関税割当証

明書明書の取扱い等について（平成３１年３月８日付け関税割当注意事項第２

号・２０１９０２０４貿第６号）」を参照ください。 

２．輸出関連 

（１）輸出許可証又は輸出承認証の有効期間が過ぎるおそれのある場合（外為法） 

新型コロナウイルスの流行に伴う輸出の遅延等により輸出許可証又は輸出承認証

の有効期間が過ぎるおそれのある場合、同有効期間の延長を申請することが可能

ですので、当該有効期間が経過する前に申請をお願いします。 

※手続の詳細は、「輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け

輸出注意事項６２第１１号）」を参照ください。 

※有効期間が経過した輸出許可証又は輸出承認証は失効となり、再申請が必要と

なりますので御注意ください。 

（２）輸出許可証に付された条件の履行を期限までに行えない場合（外為法） 

中国を仕向地とする輸出許可証に付された許可条件の履行（工作機械の据付報告等）

について、令和２年３月３１日までに履行期限が到来するものについては、一律、

令和２年３月３１日まで履行期限を延長します注。 

当該履行期限の延長に係る内容変更申請は必要ありませんが、同日よりも早く履行

可能な状況になりましたら、速やかに履行してください。 

（３）日本国政府等により発行された条約等に基づく証明書の有効期間が過ぎてしまった場合（外為法等） 

ワシントン条約に基づき発行された輸出許可証等、ダイヤモンド原石の国際証明制

度に基づき発行されたキンバリー・プロセス証明書又は日本商工会議所により発行

された特定原産地証明書については、条約等の制限により有効期間の延長はできま

せんので、再申請をお願いします。 

（注）これら特例措置の期間については、状況に応じ更に延長する可能性もあり

ます。 

３．問合せ窓口（電話） 

別紙のとおり。 

関連資料 

問合せ窓口一覧（PDF形式：152KB）  

 

お問い合わせ先 

貿易管理部貿易管理課長 岩松 

担当者：谷澤、小栗 

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214010/20200214010-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214010/20200214010-1.pdf
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電話：０３－３５０１－１５１１（内線３２４１） 

０３－３５０１－０５３８（直通） 

０３－３５０１－５８９６（FAX） 

 
 

◇  今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受けている下請事業者との取引について、親事業者に要請 ◇ 
 

令和２年２月１４日 

経 済 産 業 省 

 

今般の中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルスにより、我が国の生産

活動への影響が懸念されています。その影響により、不当な取引条件の押しつけを行わな

いなど、下請中小企業への配慮について、関係団体（１,１２９団体）を通じ、親事業者に

要請します。 

 

１．概要 

今般の中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルスの発生に伴い、中国

国内の生産活動の停滞や機械部品等の輸入の遅延等による我が国製造業のサプライ

チェーンへの悪影響等、取引上の影響は、全国の親事業者、下請事業者に広がる可能

性があります。 

そこで、経営基盤の弱い下請等中小企業に対する影響を最小限とするため、経済産業

大臣名で、業界団体代表者（７９１団体）に、不当な取引条件の押しつけがないよう、

親事業者の必要な配慮等について要請します（別添）。 

今後、他省庁所管の業界団体代表者（３３８団体）についても主務大臣との連名で本

日より順次要請していきます。 

２． 要請内容 

・親事業者においては、今回の新型コロナウイルス感染症の発生に伴って、下請事業

者に対し、①通常支払われる対価より低い対価による下請代金の設定、②適正なコ

スト負担を伴わない短納期発注や部品の調達業務の委託など、負担を押しつけるこ

とがないよう、十分に留意すること 

・親事業者においては、今回の新型コロナウイルス感染症により影響を受けた下請事

業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関

係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること 
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参考 

「下請中小企業振興法」とは、親事業者の協力のもと、下請事業者の振興を図るこ

とを目的とした法律です。この法律により定められた「振興基準 前文」には、親事

業者の協力に関する事項及び下請事業者の努力に関する事項が規定されています。 

関連資料 

・新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請等中小企業との取引に関する

配慮について（要請文書）（PDF形式：208KB）  

関連リンク 

・下請中小企業振興法に基づく「振興基準」（中企庁HP）  

 

お問い合わせ先 

中小企業庁事業環境部取引課長 亀井 

担当者：浅田、羽柴 

電話：０３－３５０１－１５１１（内線 ５２９１～７） 

０３－３５０１－１６６９（直通） 

０３－３５０１－６８９９（FAX） 

 

 

◇ 「資金調達ナビ」最新の支援情報（全国版） ◇ 

 

中小機構では、Ｊ-Ｎｅｔ２１スタッフが全国の省庁や都道府県庁、支援センターなどの

公的機関のサイトに発表されているＷＥＢ情報を収集し、リンク情報として紹介して

います。資金制度、募集中の資金情報を資金調達の目的、方法、都道府県別に検索で

きますので実施されている事業にあわせて情報を入手することが出来ます。 

中小機構ホームページ http://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support 

(日絹ホームページからもリンクしていますので御利用下さい) 

（公募中案件） 

2020/02/17 掲載 

特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース） （厚生労働省） 

令和２年２月１４日から、特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コー

ス)を新設しました。本コースは特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)の要件

を見直し、拡充したものとなります。 

募集期間：2020/02/14 －   

 

2020/02/04 掲載 

業務改善助成金：中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援  

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214011/20200214011-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214011/20200214011-1.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.htm
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214011/20200214011-1.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.htm
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（厚生労働省） 

新規に追加されるコース(２５円コース、６０円コース、９０円コース)の申請受付を３月

３１日(火)まで延長しました。 

募集期間： － 2020/03/31  

 

2020/01/31 掲載 

令和２年度予算「戦略的基盤技術高度化支援事業」の公募を開始します  

（中小企業庁） 

中小企業・小規模事業者による情報処理、精密加工等のものづくり基盤技術の向上を図る

ことを目的として、中小企業・小規模事業者が大学・公設試等と連携して行う、研究開発

や試作品開発、その成果の販路開拓に係る取組等を一貫して支援します。採択想定件数１

００件程度、申込締切４月２４日(金)１７時００分です。 

募集期間：2020/01/31 － 2020/04/24  

 

2020/01/20 掲載 

中小企業組合等課題対応支援事業 （全国中小企業団体中央会） 

中小企業組合や中小企業の方々が抱える課題を解決するために実施する調査・研究や販路

開拓等の取組に必要な経費を補助します。 

 

2020/01/20 掲載 

中小企業投資育成株式会社による投資 （中小企業投資育成株式会社） 

中小企業は中小企業投資育成株式会社からの株式、新株予約権、新株予約権付社債の引受

け、コンサルティングを通じて、中小企業の自己資本の充実とその健全な成長発展を図る

ことができます。 

 

2020/01/20 掲載 

中小企業成長支援ファンド （中小機構） 

新事業展開、転業、事業の再編、承継等により新たな成長・発展を目指す中小企業等は、

ファンドによる資金提供や、踏み込んだ経営支援を受けることができます。 

 

2020/01/20 掲載 

起業支援ファンド （中小機構） 

経営指導、ビジネススキル研修、経営力向上セミナー等の創業支援等の取組を市区町村と

連携して行う事業者を支援します。また、市区町村と創業支援等の取組を行う事業者が行

う、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身につく、継続的な創業支援を受けること

で、創業者の方も、各種支援措置を受けることができます。 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2020/200131mono.html
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2019/190510gbookall.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2019/190510gbookall.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2019/190510gbookall.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2019/190510gbookall.pdf
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2020/01/20 掲載 

産業競争力強化法に基づく創業支援 （経済産業省、中小企業庁） 

経営指導、ビジネススキル研修、経営力向上セミナー等の創業支援等の取組を市区町村と

連携して行う事業者を支援します。また、市区町村と創業支援等の取組を行う事業者が行

う、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身につく、継続的な創業支援を受けること

で、創業者の方も、各種支援措置を受けることができます。 

 

2020/01/20 掲載 

女性、若者／シニア起業家支援資金 （日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫） 

女性、若者、高齢者のうち新規開業して概ね７年以内の方を優遇金利で支援する融資制度

です。 

 

2020/01/20 掲載 

新創業融資制度 （日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫） 

これから創業する方や税務申告を２期終えていない方が、事業計画（ビジネスプラン）等

の審査を通じ、無担保、無保証人で融資を受けることができます。 

 

2020/01/20 掲載 

技術研究組合制度 （経済産業省） 

企業と企業、企業と大学などが、共同で研究を進める時に、法人格を有することや税制上

の優遇措置がある等の特徴を持つ、技術研究組合制度があります。 

 

2020/01/20 掲載 

地域未来投資促進法による支援 （経済産業省） 

地域未来投資促進法に基づき、事業者が、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、

地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす地域経済牽引事業を行う際、予算、税制、

金融、規制緩和等の支援措置を受けることができます。 

 

2020/01/20 掲載 

省エネ関連設備等の導入に対する支援 （環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ）） 

中小企業者等が省エネ設備の導入を行う際等に各種支援を受けることができます。 

 

2020/01/20 掲載 

中小企業技術基盤強化税制（研究開発税制）（国税庁） 

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2019/190510gbookall.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2019/190510gbookall.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2019/190510gbookall.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2019/190510gbookall.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2019/190510gbookall.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2019/190510gbookall.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2019/190510gbookall.pdf
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研究開発を行った場合、その試験研究費の一定割合の金額について法人税・所得税の税額

控除を受けることができます。特に中小企業者等については、控除率・控除上限で優遇さ

れています。 

 

2020/01/20 掲載 

中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ制度）に基づく支援（中小企業庁、他） 

国等の指定する特定の研究開発補助金等を受けた中小企業者及び事業を営んでいない個

人は、その成果を利用した事業活動を行う場合に、特許料の減免や日本政策金融公庫の特

別貸付制度などの支援を受けることができます。 

 

2020/01/20 掲載 

企業活力強化資金（ものづくり法認定関連）（日本政策金融公庫） 

「特定ものづくり基盤技術」に関する研究開発等に取り組むために資金を必要とする方が

融資を受けることができます。 

 

2020/01/20 掲載 

戦略的基盤技術高度化支援事業 （中小企業庁） 

中小企業のものづくり基盤技術の高度化を図るための研究開発から試作品開発、販路開拓

への取組を一貫して支援します。 

 

2019/12/27 掲載 

セーフティネット保証制度 （中小企業庁） 

セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、経営の安定に支障をきたしている中小企業の皆

さまが市町村の認定を受けることで、一般保証とは別枠で最大２億８，０００万円を利用でき

る保証制度です。対象中小企業者、手続きの流れ等はリンク先を確認ください。 

・実施期間： － 2020/06/30 

 

2019/12/10 掲載 

中小企業退職金共済制度（中退共）（勤労者退職金共済機構） 

企業の魅力づくり、仕事への意欲づくりに中退共制度（中小企業退職金共済制度）に加入しま

せんか？中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度

が手軽に作れます。 

・実施期間： 2019/12/09 －  

 

 

 

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2019/190510gbookall.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2019/190510gbookall.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2019/190510gbookall.pdf?_fsi=wCoM5J09
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
http://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/cyuutaikyou.html
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動 向  
 

２月 ７日 日本繊維産業連盟 第１３２回通商問題委員会 

 

 

会議予定 
 
☆ 当会 日絹工業会理事会・日絹連合会理事会 

３月 ５日（木）１５時 ～ 於：ＫＫＲホテル東京 

☆ 当会 令和２年度助成金等審査会 

３月 ９日（月）１２時 ～ 於：日絹会館 

☆ ケケン試験認証センター 第３回理事会 

３月１８日（水）１４時 ～ 於：ＫＫＲホテル東京 

☆ シルクセンター国際観光貿易会館 令和元年度第２回定例理事会 

３月２４日（火）１４時 ～ 於：シルクセンター 大会議室 

☆ 繊維評価技術協議会 第４回理事会 

３月２５日（水）１５時 ～ １７時 於：ＫＫＲホテル東京 

☆ 繊貿会館 第２０回理事会および評議員傍聴会 

３月２６日（木）１１時 ～ 於：上野『精養軒』 

 
 

イベント 
 
☆ ２０２０桐生テキスタイルプロモーションショー 

３月 ４日（水）～ ５日（木）１０時 ～ １８時 （最終日 １７時まで） 

会 場：青山 ＴＥＰＩＡ ３Ｆ 

⇒ 中止になりました。 
 

☆ 第５回 国際生地・素材ＥＸＰＯ 

４月 １日（水）～ ３日（金）９時 ～ １７時 

会 場：東京ビッグサイト 青海展示棟 

 

☆ 十日町きものフェスタ２０２０ 

４月 ６日（月）～ １０日（金）１０時 ～ １７時 （最終日１５時まで） 

会 場：十日町地域地場産業振興センター 

 

☆ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｊａｐａｎ ２０２１ Ｓｐｒｉｎｇ/Ｓｕｍｍｅｒ 

５月１３日（水）～ １４日（木）１０時 ～ １８時３０分（最終日１８時まで） 



 １２ 

会 場：東京国際フォーラム ホールＥ 

☆ Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ Ｏｂｓｅｒｖａｔｏｒｙ ａｔ ＭｉｌａｎｏＵｎｉｃａ ２０２１ Ａｕｔｕｍｎ/Ｗinter 

７月 ７日（火）～ ９日（木）９時 ～ １８時３０分 

会 場：イタリア ミラノ市 ロー フィエラ ミラノ 
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